
   

令和５年度ＯＡ機器導入ガイドライン 

 

５川総デ第１１０４号  

令和 ５年７月３ 日  

 

 このガイドラインは、「情報システムの導入等に係る事務手続要綱(平成 19年 3月 30日川総シ企

第1351号)」に基づき、令和５年７月３日以降のＯＡ機器の新規導入、置換等に関し、遵守すべき

一定の基準を定めるものである。なお、令和４年８月２５日付け４川総情第１３２８号「令和４年

度ＯＡ機器導入ガイドライン」は廃止する。 

 

１ 対象機器 

 (1) パーソナルコンピュータ（以下「パソコン」という。） 

 (2) プリンタ 

 (3) ネットワーク接続機器 

 (4) その他機器 

 (5) ＯＡソフト 

 

２ 導入基準 

 (1) 情報システムの導入等に係る事務手続要綱に基づく「システム導入計画書」をデジタル化施

策推進室情報システム調整担当に提出すること。 

 (2) 川崎市行政基盤ネットワーク運営規約の項番２に規定するネットワーク（以下「ネットワー

ク」という。）に接続して使用するものであること。 

 (3) 情報系ネットワークに接続するパソコンを新規導入・置換する場合は、原則として、一括調

達制度を利用することとする。 

 (4) 情報系ネットワークに接続する際は、イントラトップページ「各種設定・ソフトのダウンロ

ード」を参照し、必要な設定を行うこと。 

 (5) 本ガイドラインが定める「ＯＡソフト」以外に必要なソフトウェアがある場合は、所管課に

て導入すること。 

 (6) リース導入の場合の期間は、原則として５年とすること。 

 (7) 導入希望機種は、導入時期に発売しているもの又は発売予定のものから選択すること。 

 (8) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第 100号）で定められ

ている判断基準を満たしている機器を導入すること。 

 (9) 電磁波対策は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）等の定める基準を考慮する

こと。 

 (10) パソコン内部のデータ保護のため、故障時の記憶装置（SSD 等）交換やパソコンの廃棄時

には、記憶装置の破砕やデータ消去ソフト等の利用により判読不能な状況とすること。また、

リース契約の場合には、契約の条項に記載し、リース契約期間終了時にデータ消去証明書又

は報告書を契約業者の負担により提出させること。 

 

３ パソコン  

(1) デスクトップ型 

   ア ＣＰＵ： Core i5 12500 相当 

          ※ 同等スペックの他世代CPUも可能とする。 

   イ メモリ： ８ＧＢ以上（※８ＧＢのメモリモジュール×１枚） 

   ウ インターフェース： ＬＡＮアダプタ（1000Base-T、100Base-TX、10Base-T）を搭載する

こと。 

（参考資料２）



               無線ＬＡＮアダプタ（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠）を内蔵する

こと。 

 ※ 無線ＬＡＮアダプタについては、本庁舎及び第３庁舎で使用す

る場合は必須。その他拠点で使用する場合は必要に応じて搭載す

ること。  

 ＵＳＢポート（TypeA）を６個以上及び外部ディスプレイ接続端子

を搭載すること。 

エ ストレージ： ＳＳＤ ２５６ＧＢ以上 

            ※ パーティションを分割し、C ドライブに 150GB、D ドライブに残りの

容量を割り当てること。 

   オ 光学ドライブ： ＤＶＤスーパーマルチドライブ 内蔵式 

   カ ディスプレイ： ２１．５インチカラー液晶ディスプレイ 

   キ ＯＳ： 64bit版 Microsoft Windows 11 Pro 

         ※ 導入時に Windows 11 Enterprise 22H2 にすること。Enterprise版を利用す

るためのソフトウェアアシュアランス権（SA 権）については、デジタル化施

策推進室から貸与するため、調達の必要はない。 

           なお、22H2 を利用するための設定作業については、落札業者にて対応する

こと。 

   ク キーボード： ＪＩＳ標準配列又はＪＩＳ準拠のもの 

   ケ マウス： スクロール機能付ＵＳＢマウス 

   コ セキュリティワイヤー： ダイヤル式を装備すること。 

 (2) ノートブック型（１５．６インチ） 

   ア ＣＰＵ： Core i5 1235U 相当 

          ※ 同等スペックの他世代CPUも可能とする。 

   イ メモリ： ８ＧＢ以上（※８ＧＢのメモリモジュール×１枚） 

   ウ インターフェース： ＬＡＮアダプタ（1000Base-T、100Base-TX、10Base-T）を内蔵する

こと。 

               無線ＬＡＮアダプタ（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠）を内蔵する

こと。 

               ＵＳＢポート（TypeA）を３個以上及びＨＤＭＩ出力端子を搭載す

ること。    

エ ストレージ： ＳＳＤ ２５６ＧＢ以上 

            ※ パーティションを分割し、C ドライブに 150GB、D ドライブに残りの

容量を割り当てること。 

   オ 光学ドライブ： ＤＶＤスーパーマルチドライブ 内蔵式 

   カ ディスプレイ： １５．６インチカラー液晶ディスプレイ 

   キ ＯＳ： 64bit版 Microsoft Windows 11 Pro 

         ※ 導入時に Windows 11 Enterprise 22H2にすること。Enterprise版を利用す

るためのソフトウェアアシュアランス権（SA 権）については、デジタル化施

策推進室から貸与するため、調達の必要はない。 

           なお、22H2 を利用するための設定作業については、落札業者にて対応する

こと。 

   ク キーボード： ＪＩＳ標準配列又はＪＩＳ準拠のもの 

   ケ マウス： スクロール機能付ＵＳＢマウス 

   コ 電源： 内蔵式バッテリー及びＡＣ電源 

   サ セキュリティワイヤー： ダイヤル式を装備すること。 



                 

(3) ノートブック型（１３．３インチ又は１４インチ） 

     ※ 本庁舎又は第三庁舎で使用する端末を想定。なお、６（3）についても必要に応じて、 

導入を検討すること。 

   ア ＣＰＵ： Core i5 1235U 相当 

          ※ 同等スペックの他世代CPUも可能とする。 

   イ メモリ： ８ＧＢ以上（※８ＧＢのメモリモジュール×１枚） 

   ウ インターフェース： ＬＡＮアダプタ（1000Base-T、100Base-TX、10Base-T）を内蔵する

こと。 

               無線ＬＡＮアダプタ（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠）を内蔵する

こと。 

               ＵＳＢポート２個（TypeA を１個）以上及びＨＤＭＩ出力端子を搭

載すること。 

   エ ストレージ： ＳＳＤ ２５６ＧＢ以上 

            ※ パーティションを分割し、C ドライブに 150GB、D ドライブに残りの

容量を割り当てること。 

   オ ディスプレイ： １３．３インチ又は１４インチカラー液晶ディスプレイ 

   カ ＯＳ： 64bit版 Microsoft Windows 11 Pro 

         ※ 導入時に Windows 11 Enterprise 22H2にすること。Enterprise版を利用す

るためのソフトウェアアシュアランス権（SA 権）については、デジタル化施

策推進室から貸与するため、調達の必要はない。 

           なお、22H2 を利用するための設定作業については、落札業者にて対応する

こと。 

   キ キーボード： ＪＩＳ標準配列又はＪＩＳ準拠のもの 

   ク マウス： スクロール機能付ＵＳＢマウス 

※ USBポートがTypeA１個の場合はTypeCのマウスを調達すること。 

   ケ 電源： 内蔵式バッテリー及びＡＣ電源 

   コ セキュリティワイヤー： ダイヤル式を装備すること。 

                 ※ 本庁舎等に配置する際、施錠可能な収納場所がある場合は 

不要。 

４ プリンタ 

 (1) モノクロレーザー 

   ア 用紙サイズ： A3、A4対応 

   イ データ解像度： 1200dpi 相当 

   ウ 印刷速度： 20枚／分（A4）以上 

   エ インターフェース： USB、LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)対応 

   オ 給紙方式： カセットフィーダ、手差しトレイをそれぞれ備えること。 

   カ 両面印刷： 両面印刷対応 

    ※ 本庁舎及び第３庁舎では原則複合機に集約することとしているため、導入前に必要性を

十分に検討すること。 

 (2) カラーインクジェット 

   ア 用紙サイズ： A3、A4対応 

   イ データ解像度： 2400dpi 相当 

   ウ インターフェース： USB、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)対応 

   エ 給紙方式： フリクションフィード方式ASF  

    ※ 本庁舎及び第３庁舎では、原則複合機に集約することとしているため、導入前に必要性



を十分に検討すること。 

 

５ ネットワーク接続機器 

 (1) 機器設置場所までの配線工事は所管課にて対応すること。 

区役所・支所においては原則としてローゼットによるＬＡＮ配線となっているため、配線

方法については、事前にデジタル化施策推進室に相談すること。なお、クロスケーブルの導入

は禁止とする。 

 (2) 新規事業所等でネットワークが整備されていない場合は、事前にデジタル化施策推進室に相

談すること。 

 (3) スイッチングハブ 

   ア ポート数： 8ポート 100BASE-TX、10BASE-T自動認識対応 

カスケード接続対応 フロー制御 

１ポートがMDI固定又はAUTOMDI/MDI-X 設定 

７ポートがMDI-X固定とする設定が可能なこと。 

ループ防止機能を備えること。 

   イ 電源： 電源内蔵型 ファンレス 平行2Pプラグ 

   ウ その他： 取付用マグネット付き 

 

６ その他機器 

 (1) ＵＳＢメモリ： 原則としてハードウェア暗号化機能、強制パスワード設定等を備えるセキ

ュリティ機能付ＵＳＢメモリを導入すること。 

 (2) ＵＳＢ接続型ハードディスク： 原則として暗号化機能を備え、パスワード設定可能な機器

を導入すること。また、事業所内に据え置きして使用する場

合は、セキュリティスロットを装備する機器を導入し、ダイ

ヤル式セキュリティワイヤーを装備すること。 

 (3) パソコン用外付けディスプレイ 

ア 画面： 24インチワイド（23,8インチワイド以上） 

イ 寸法（スタンド含む）： 幅 550mm以下 

                奥行 210mm以下 

                高さ 460mm以下 

ウ 解像度： 1920×1080 ピクセル以上 

エ 質量： 5kg 以下 

オ 入力端子： HDMI 

カ 機能： チラつき防止 

： ブルーライトカット 

キ 付属品： HDMI ケーブル（1.5M以上） 

        ： 電源コード 

ク 電源： 100V / 50～60Hz 

７ ＯＡソフト  

 (1) ブラウザソフト： Microsoft Edge 

 (2) セキュリティ対策ソフト 

ア 情報系 

ウイルス対策としてSymantec Endpoint Protection 14 及び Cisco Secure Endpoint（EPP 

機能）、セキュリティ監視として Cisco Secure Endpoint(EDR 機能)を導入すること。ライ

センスについては、デジタル化施策推進室から貸与するため、調達の必要はない。設定作

業については、落札業者にて対応すること。 



   イ 基幹系  

ウイルス対策として Symantec Endpoint Protection 14 を導入すること。ライセンスに

ついては、デジタル化施策推進室から貸与するため、調達の必要はない。設定作業につい

ては、落札業者にて対応すること。 

 (3) Office製品： Microsoft Office Professional Plus 2016（32bit） 

           ※ Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Access、OneNote、Publisher が

利用可能。 

           ※ ライセンスについては、デジタル化施策推進室から貸与するため、調達

の必要はない。その他のエディションの場合、Select Plus で所管課が調

達すること。 

           ※ ＯＳが 64bit 版であるが、Office 製品については、Microsoft 社推奨

の 32bit 版とする。 

 (4) ドキュメントハンドリングソフト： DocuWorks Ver 9（川崎市版） 

 (5) DVD再生ソフト 

※ DVDで動画再生する必要がある場合は導入すること。 

 (6) データ消去ソフト： ＳＳＤ Secure Erase機能又はそれに相当する方式とすること。 

              

 


